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第 6 編 河川編 

 

第 1章 築堤・護岸 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工種 

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸

工、法覆護岸工、擁壁護岸工、根固め工、水制工、付帯道路工、付帯道路施設工、光ケー

ブル配管工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

2. 適用規定(1) 

河川土工は、第 1編第 2章第 3節 河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。 

3. 適用規定(2) 

構造物撤去工、仮設工は、第 3編第 2章第 9節 構造物撤去工、第 10節 仮設工の規定

による。 

4. 適用規定(3) 

本章に特に定めのない事項については、第 1編 共通編、第 2編 材料編、第 3編 土木

工事共通編の規定による。 

5. 水位・潮位の観測 

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければなら

ない。 

6. 河積阻害等の防止 

受注者は、河川工事の仮締切、瀬がえ等において、河積阻害や河川管理施設、許可工作

物等に対する局所的な洗掘等を避けるように施工をしなければならない。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合は監督員と協議しな

ければならない。 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （平成 26年 12月一部改正） 

 

第 3節 軽量盛土工 

6-1-3-1 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

6-1-3-2 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については、第 3編 3-2-11-2軽量盛土工の規定による。 
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第 7節 法覆護岸工 

6-1-7-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、法覆護岸工としてコンクリートブロック工、護岸付属物工、緑化ブロック工、

環境護岸ブロック工、石積（張）工、法枠工、多自然型護岸工、吹付工、植生工、覆土工、

羽口工その他これらに類する工種について定める。 

2. 法覆護岸工のコンクリート施工 

受注者は、法覆護岸工のコンクリート施工に際して、水中打込みを行ってはならない。 

3. 目地の施工位置 

受注者は、法覆護岸工の施工に際して、目地の施工位置は設計図書のとおりに行わなけ

ればならない。 

4. 裏込め材の施工 

受注者は、法覆護岸工の施工に際して、裏込め材は、締固め機械等を用いて施工しなけ

ればならない。 

5. 遮水シートの布設 

受注者は、法覆護岸工の施工に際して、遮水シートを設置する場合は、法面を平滑に仕

上げてから布設しなければならない。また、シートの布設方向及び重ね合わせ等に配慮し

て適切に施工するものとし、端部の接着はずれ、はく離等のないように施工しなければな

らない。 

6-1-7-2 材 料 

遮水シートは、止水材と被覆材からなり、シート有効幅 2.0mの（1）または（2）のい

ずれかの仕様による。 

(1) 遮水シート Aは、以下の仕様による。 

① 止水材の材質は、④の材質のシボ（標準菱形）付きとし、厚さ 1mmとする。 

② 被覆材の材質は、補強布付き繊維性フェルトとし、厚さ 10mmとする。 

③ 止水材の重ね幅は、15cm以上とし、端部の取付部は、20cm以上とする。 

④ 止水材の品質規格は表 6-1-1または 6-1-2による。 
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第 2章 浚  渫（河川） 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工種 

本章は、河川工事における浚渫工（ポンプ浚渫船）、浚渫工（グラブ船）、浚渫工（バ

ックホウ浚渫船）、浚渫土処理工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

2. 適用規定(1) 

仮設工は、第 3編第 2章第 10節 仮設工の規定による。 

3. 適用規定(2) 

本章に特に定めのない事項については、第 1編 共通編、第 2編 材料編、第 3編 土木

工事共通編の規定による。 

4. 水位、潮位の観測 

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければなら

ない。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、関係基準等によらなけれ

ばならない。 

 

第 3節 浚渫工 （ポンプ浚渫船）  

6-2-3-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、浚渫工（ポンプ浚渫船）として浚渫船運転工（民船・官船）、作業船及び機械

運転工、配土工その他これらに類する工種について定める。 

2. 一般事項 

受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水

処理については、設計図書によらなければならない。 

3. 避難場所の確保等 

受注者は、浚渫工の施工については、洪水に備え浚渫船、作業船及び作業に使用する機

材の流出防止や洪水流下のさまたげにならないよう、施工前に避難場所の確保及び退避設

備の対策を講じなければならない。 

4. 支障落下物の除去 

受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、

直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡するとともに、速やかに取り除かなければならない。 

5. 標識及び量水標の設置 

受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければなら

ない。 

6. 水象・気象の調査 

受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等

の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。 
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7. 河水汚濁対策 

受注者は、流水中の浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の河水汚濁等についての

対策を講じなければならない。 

 

6-2-3-2 浚渫船運転工（民船・官船） 

浚渫船運転工（民船・官船）の施工については、第 3編 3-2-16-3浚渫船運転工の規定

による。 

6-2-3-3 作業船及び機械運転工 

受注者は、浚渫にあたり揚錨船、交通船、警戒船等の作業する場合は、台数、設置位置

等を施工計画書に記載しなければならない。 

6-2-3-4 配土工 

1. 適用規定 

配土工の施工については、第 3編 3-2-16-2配土工の規定による。 

2. 施工上の注意 

受注者は、排送管からの漏水により、堤体への悪影響及び付近への汚染が生じないよう

にしなければならない。 

 

第 4節 浚渫工（グラブ船） 

6-2-4-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、浚渫工（グラブ船）として、浚渫船運転工、作業船運転工、配土工その他これ

らに類する工種について定める。 

2. 一般事項 

受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水

処理については、設計図書によらなければならない。 

3. 避難場所の確保等 

受注者は、浚渫工の施工については、洪水に備え浚渫船、作業船及び作業に使用する機

材の流出防止や洪水流下のさまたげにならないよう、施工前に避難場所の確保及び退避設

備の対策を講じなければならない。 

4. 支障落下物の処置 

受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、

直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡するとともに、速やかに取り除かなければならない。 

5. 標識及び量水標  

受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければなら

ない。 

6. 水象・気象の調査 

受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等

の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。 

7. 河水汚濁対策 

受注者は、流水中の浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の河水汚濁等についての
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対策を講じなければならない。 

6-2-4-2 浚渫船運転工 

浚渫船運転工の施工については、第 3編 3-2-16-3浚渫船運転工の規定による。 

 

6-2-4-3 作業船運転工 

受注者は、浚渫にあたり揚錨船、交通船、警戒船等の作業するにあたり第 1編 1-1-1-4

施工計画書第 1項の施工計画の記載内容に加えて以下の事項を記載しなければならない。 

(1) 台 数 

(2) 設置位置等 

6-2-4-4 配土工 

配土工の施工については、第 3編 3-2-16-2配土工の規定による。 

 

第 5節 浚渫工（バックホウ浚渫船） 

6-2-5-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、浚渫工（バックホウ浚渫船）として、浚渫船運転工、作業船運転工、揚土工そ

の他これらに類する工種について定める。 

2. 一般事項 

受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水

処理については、設計図書によらなければならない。 

3. 避難場所の確保等 

受注者は、浚渫工の施工については、洪水に備え浚渫船、作業船及び作業に使用する機

材の流出防止や洪水流下のさまたげにならないよう、施工前に避難場所の確保及び退避設

備の対策を講じなければならない。 

4. 支障落下物の除去 

受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、

直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡するとともに、速やかに取り除かなければならな

い。 

5. 標識及び量水標 

受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければなら

ない。 

6. 水象・気象の調査 

受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等

の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。 

7. 河水汚濁対策 

受注者は、流水中の浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の河水汚濁等についての

対策を講じなければならない。 

6-2-5-2 浚渫船運転工 

浚渫船運転工の施工については、第 3編 3-2-16-3浚渫船運転工の規定による。 

6-2-5-3 作業船運転工 
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作業船運転工の施工については、第 6編 6-2-4-3作業船運転工の規定による。 

6-2-5-4 揚土工 

揚土工の施工については、第 3編 3-2-16-2配土工の規定による。 

 

第 6節 浚渫土処理工 

6-2-6-1 一般事項 

本節は、浚渫土処理工として、浚渫土処理工その他これらに類する工種について定める｡ 

6-2-6-2 浚渫土処理工 

1. 一般事項 

受注者は、浚渫土砂を指定した浚渫土砂受入れ地に搬出し、運搬中において漏出等を起

こしてはならない。 

2. 土砂流出防止施設の設置 

受注者は、浚渫土砂受入れ地に土砂の流出を防止する施設を設けなければならない。ま

た、浚渫土砂受入れ地の状況、排出される土質を考慮し、土砂が流出しない構造としなけ

ればならない。 

3. 計画埋立断面の相違 

受注者は、浚渫土砂受入れ地の計画埋立断面が示された場合において、作業進捗に伴い

これに満たないこと、若しくは、余剰土砂を生ずる見込みが判明した場合には、速やかに

設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

4. 不陸防止 

受注者は、浚渫土砂受入れ地の表面を不陸が生じないようにしなければならない。 

5. 標識等の設置 

受注者は、浚渫土砂受入れ地の作業区域に標識等を設置しなければならない。 
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第 3章 樋門・樋管 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工種 

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、地盤改良工、樋門・樋管本体工、護

床工、水路工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類する工種について

適用する。 

2. 適用規定(1) 

河川土工は、第 1編第 2章第 3節 河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。 

3. 適用規定(2) 

構造物撤去工、仮設工は、第 3編第 2章第 9節 構造物撤去工、第 10節 仮設工の規定

による。 

4. 適用規定(3) 

本章に特に定めのない事項については、第 1編 共通編、第 2編 材料編、第 3編土 木

工事共通編の規定による。 

5. 水位、潮位の観測 

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければなら

ない。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものと

し、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

国土交通省            仮締切堤設置基準（案） （平成 26年 12月一部改正） 

建設省                河川砂防技術基準（案） （平成 9年 10月） 

国土開発技術研究センター  柔構造樋門設計の手引き （平成 10年 11月） 

国土交通省            機械工事共通仕様書（案） （平成 25年 3月） 

国土交通省            機械工事施工管理基準（案） （平成 22年 4月） 

 

第 3節 軽量盛土工 

6-3-3-1 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

6-3-3-2 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については、第 3編 3-2-11-2軽量盛土工の規定による。 

 

第 4節 地盤改良工 

6-3-4-1 一般事項 

本節は、地盤改良工として、固結工その他これらに類する工種について定める。 
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第 4章 水 門 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工種 

本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、水門

本体工、護床工、付属物設置工、鋼管理橋上部工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物

工（鋼管理橋）、橋梁足場等設置工（鋼管理橋）、コンクリート管理橋上部工（PC橋）、

コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）、橋梁付属物工（コンクリート管理橋）、

橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）、舗装工、仮設工その他これらに類する工種に

ついて適用する。 

2. 適用規定(1) 

仮設工は、第 3編第 2章第 10節 仮設工の規定による。 

3. 適用規定(2) 

河川土工は、第 1編第 2章第 3節 河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものと

し、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

国土交通省  仮締切堤設置基準（案） （平成 26年 12月一部改正） 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・マニュアル編） 

  （平成 26年 9月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編） （平成 24年 3月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート橋編）  

            （平成 24年 3月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編） （平成 24年 3月） 

土木学会   プレストレストコンクリート工法設計施工指針 （平成 3年 3月） 

国土交通省  機械工事施工管理基準（案） （平成 22年 4月） 

国土交通省  機械工事塗装要領（案）・同解説 （平成 22年 4月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧 （平成 16年 4月） 

 

第 3節 工場製作工 

6-4-3-1 一般事項 

本節は、工場製作工として桁製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製

排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、鋳造費、仮設材製作工及び工場塗装工その他これら

に類する工種について定める。 

6-4-3-2 材 料 

材料については、第 3編 3-2-12-2材料の規定による。 
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第 5章 堰 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工種 

本章は、河川工事における工場製作工、工場製品輸送工、河川土工、軽量盛土工、可動

堰本体工、固定堰本体工、魚道工、管理橋下部工、鋼管理橋上部工、橋梁現場塗装工、床

版工、橋梁付属物工（鋼管理橋）、橋梁足場等設置工（鋼管理橋）、コンクリート管理橋

上部工（PC橋）、コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）、コンクリ-ト管理橋

上部工（PC 箱桁橋）、橋梁付属物工（コンクリート管理橋）、橋梁足場等設置工（コン

クリート管理橋）、付属物設置工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

2. 適用規定(1) 

河川土工、仮設工は、第 1編第 2章第 3節 河川土工、海岸土工、砂防土工、第 3編第

2章第 10節 仮設工の規定による。 

3. 適用規定(2) 

本章に特に定めのない事項については、第 1編 共通編、第 2編 材料編、第 3編 土木

工事共通編の規定による。 

4. 水位、潮位の観測 

受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

5. 適用規定(3) 

受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは機械工事共通仕様書（案）の規

定による。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものと

し、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

ダム・堰施設技術協会 ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・マニュアル編） 

  （平成 26年 9月） 

国土開発技術研究センター ゴム引布製起伏堰技術基準（案） （平成 12年 10月） 

国土交通省  仮締切堤設置基準（案） （平成 26年 12月一部改正） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編） （平成 24年 3月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート橋編）            

 （平成 24年 3月） 

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編） （平成 24年 3月） 

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （昭和 60年 2月） 

日本道路協会 道路橋支承便覧 （平成 16年 4月） 

土木学会   プレストレストコンクリート工法設計施工指針 （平成 3年 3月） 
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6-5-3-11 鋳造費 

鋳造費については、第 6編 6-4-3-8鋳造費の規定による。 

6-5-3-12 アンカーフレーム製作工 

アンカーフレーム製作工については、第 3編 3-2-12-8アンカーフレーム製作工の規定

による。 

6-5-3-13 仮設材製作工 

仮設材製作工については、第 6編 6-4-3-9仮設材製作工の規定による。 

6-5-3-14 工場塗装工 

工場塗装工の施工については、第 3編 3-2-12-11工場塗装工の規定による。 

 

第 4節 工場製品輸送工 

6-5-4-1 一般事項 

本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。 

6-5-4-2 輸送工 

輸送工の施工については、第 3編 3-2-8-2輸送工の規定による。 

 

第 5節 軽量盛土工 

6-5-5-1 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

6-5-5-2 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については、第 3編 3-2-11-2軽量盛土工の規定による。 

 

第 6節 可動堰本体工 

6-5-6-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、可動堰本体工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、オ

ープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、矢板工、床版工、堰柱工、門柱

工、ゲート操作台工、水叩工、閘門工、土砂吐工、取付擁壁工その他これらに類する工種

について定める。 

2. 適用規定 

受注者は、可動堰本体工の施工にあたっては、ダム・堰施設技術基準（案） （基準解

説編・マニュアル編）（平成 26年 9月）第 7章 施工の規定による。これにより難い場合

は、監督員の承諾を得なければならない。 

6-5-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第 3編 3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

6-5-6-3 既製杭工 

既製杭工の施工については、第 3編 3-2-4-4既製杭工の規定による。 

6-5-6-4 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第 3編 3-2-4-5場所打杭工の規定による。 
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説編・マニュアル編）（平成 26年 9月）第 7章 施工の規定による。これにより難い場合

は、監督員の承諾を得なければならない。 

6-5-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第 3編 3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 

6-5-7-3 既製杭工 

既製杭工の施工については、第 3編 3-2-4-4既製杭工の規定による。 

6-5-7-4 場所打杭工 

場所打杭工の施工については、第 3編 3-2-4-5場所打杭工の規定による。 

6-5-7-5 オープンケーソン基礎工 

オープンケーソン基礎工の施工については、第 3編 3-2-4-7オープンケーソン基礎工の

規定による。 

6-5-7-6 ニューマチックケーソン基礎工 

ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第 3編 3-2-4-8ニューマチックケー

ソン基礎工の規定による。 

6-5-7-7 矢板工 

矢板工の施工については、第 3編 3-2-3-4矢板工の規定による。 

6-5-7-8 堰本体工 

1. 水密性の確保 

受注者は、床版部の施工にあたっては、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コンクリ

ート、止水矢板との水密性を確保しなければならない。 

2. 適用規定 

仮締切の施工手順によって、本体コンクリートを打ち継ぐ場合の施工については、第 1

編 1-3-6-7打継目の規定による。 

6-5-7-9 水叩工 

水叩工の施工については、第 6編 6-5-6-12水叩工の規定による。 

6-5-7-10 土砂吐工 

土砂吐工の施工については、第 6編 6-5-7-8堰本体工の規定による。 

6-5-7-11 取付擁壁工 

取付擁壁工の施工については、第 6編 6-5-6-15取付擁壁工の規定による。 

 

第 8節 魚道工 

6-5-8-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、魚道工として作業土工（床掘り・埋戻し）、魚道本体工その他これらに類する

工種について定める。 

2. 適用規定 

受注者は、魚道工の施工にあたっては、ダム・堰施設技術基準（案） （基準解説編・

マニュアル編）（平成 26年 9月）第 7章 施工の規定による。これにより難い場合は、監

督員の承諾を得なければならない。 
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第 6章 排水機場 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工事 

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、機場本体工、沈砂池工、吐出水槽工、

仮設工その他これら類する工事について適用する。 

2. 適用規定(1) 

河川土工、仮設工は、第 1編第 2章第 3節 河川土工・海岸土工・砂防土工、第 3編第

2章第 10節 仮設工の規定による。 

3. 適用規定(2) 

本章に特に定めのない事項については、第 1編 共通編、第 2編 材料編、第 3編 土木

工事共通編の規定による。 

4. 水位、潮位の観測 

受注者は、河川工事においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければなら

ない。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものと

し、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

ダム・堰施設技術協会   ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・マニュアル編） 

 （平成 26年 9月） 

国土交通省             仮締切堤設置基準（案） （平成 26年 12月一部改正） 

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準（案）同解説 （平成 13年） 

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備設計指針（案）同解説 （平成 13年） 

 

第 3節 軽量盛土工 

6-6-3-1 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

6-6-3-2 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については、第 3編 3-2-11-2軽量盛土工の規定による。 

 

第 4節 機場本体工 

6-6-4-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、機場本体工として作業土工（床掘り・埋戻し）、既製杭工、場所打杭工、矢板

工、本体工、燃料貯油槽工その他これらに類する工種について定める。 

2. 一般事項 

受注者は、機場本体工の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、
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第 7章 床止め・床固め 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工種 

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、床止め工、床固め工、山留擁壁工、

仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

2. 適用規定(1) 

河川土工、仮設工は、第 1編第 2章第 3節 河川土工・海岸土工・砂防土工、第 3編第

2章第 10節 仮設工の規定による。 

3. 適用規定(2) 

本章に特に定めのない事項については、第 1編 共通編、第 2編 材料編、第 3編 土木

工事共通編の規定による。 

4. 水位、潮位の観測 

受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものと

し、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （平成 26年 12月一部改正） 

 

第 3節 軽量盛土工 

6-7-3-1 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

6-7-3-2 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については、第 3編 3-2-11-2軽量盛土工の規定による。 

 

第 4節 床止め工 

6-7-4-1 一般事項 

1. 適用工種 

本節は、床止め工として、作業土工、既製杭工、矢板工、本体工、取付擁壁工、水叩工、

その他これらに類する工種について定める。 

2. 一般事項 

受注者は、床止め工の施工にあたっては、仮締切堤設置基準（案）及び各々の条・項の

規定による。 

3. 床止め工の施工 

受注者は、床止め工の施工にあたって、仮締切を行う場合、確実な施工に努めるととも

に、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対する局所的な洗掘等を避けるような施工

をしなければならない。 
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第 9章 河川修繕 
 

第 1節 適 用 

1. 適用工種 

本章は、河川工事における河川土工、軽量盛土工、腹付工、側帯工、堤脚保護工、管理

用通路工、現場塗装工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。 

2. 適用規定(1) 

河川土工、仮設工は、第 1編第 2章第 3節 河川土工・海岸土工・砂防土工、第 3編第

2章第 10節 仮設工の規定による。 

3. 適用規定(2) 

本章に特に定めのない事項については、第 1編 共通編、第 2編 材料編、第 3編 土木

工事共通編及び本編第 1章～7章の規定による。 

4. 河川修繕の施工 

受注者は、河川修繕の施工にあたって、河道及び河川管理施設の機能を確保し施工しな

ければならない。 

5. 水位、潮位の観測 

受注者は、河川工事において、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。 

 

第 2節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。こ

れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものと

し、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。 

日本道路協会        鋼道路橋塗装・防食便覧 （平成 26年 3月） 

日本道路協会        道路維持修繕要綱 （昭和 53年 7月） 

ダム・堰施設技術協会   ダム・堰施設技術基準（案）（基準解説編・マニュアル編）  

（平成 26年 9月） 

河川ポンプ施設技術協会  揚排水ポンプ設備技術基準（案）同解説 （平成 13年） 

 

第 3節 軽量盛土工 

6-9-3-1 一般事項 

本節は、軽量盛土工として、軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。 

6-9-3-2 軽量盛土工 

軽量盛土工の施工については、第 3編 3-2-11-2軽量盛土工の規定による。 

 

第 4節 腹付工 

6-9-4-1 一般事項 

本節は、腹付工として覆土工、植生工その他これらに類する工種について定める。 

6-9-4-2 覆土工 

作業土工の施工については、第 3編 3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。 
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